
 

 

 
2026 年５月 27 日 

各 位 

会 社 名 株式会社ジーネクスト 

代表者名 代表取締役 村田 実 

（コード番号：4179  東証グロース） 

問合せ先 代表取締役 村田 実 

（TEL．03－5962－5170 ） 

 

定款一部変更のお知らせ 

 

 株式会社ジーネクスト（本社：東京都千代田区、代表取締役：村田 実、以下「当社」）は、本日開

催の取締役会において、2026 年６月 26 日に開催予定の当社第 25 期定時株主総会に定款の一部変更

について付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

１．提案の理由 

（１）定款第２条（目的）について 

 今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応し、将来の新たな事業展開に備えるため、事業目的を

追加するものであります。 

（２）定款第６条（発行可能株式総数）について 

 将来の資金調達、業務提携及び資本政策の機動的な遂行を可能とするため、発行可能株式総数を増

加するものであります。 

 

２．変更の内容 

 変更内容は、別紙のとおりです。 

 

３・変更の日程 

 定款変更に関する株主総会開催日：2026 年６月 26 日 

定款変更の効力発生日：2026 年６月 26 日 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別紙 

定款 新旧対照表 

（下線部分は、変更箇所を示します。） 

現行定款 変更案 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

 

(1) 経営及び情報システムに関するコンサル

テーション 

(2) 情報システムに関する企画、設計、開

発、構築、保守、運用及び管理 

(3) 情報システムに関するソフトウェア及び

ハードウェア並びにこれらを活用したサービ

スの研究、企画、開発、製造、制作、輸出

入、販売、賃貸、提供、配信、保守、運用及

びコンサルティング 

(4) ＩＴ(情報技術)を用いたアウトソーシン

グサービスその他の各種サービス 

(5) 情報システムに関する調査、研究及び教

育 

(6) コンピュータ機器及びその周辺機器・ソ

フトウェアの仕入れ 、開発、 販売、設置、

保有、保管理及び賃貸ソフトウェアの開発及

び販売 

(7) 労働者派遣事業 

(8) 広告、宣伝 並びに 各種販売促進に関する

企画、制作及び広告代理業 

(9) 各種マーケティング業務 

(10) 古物営業法に基づく古物販売業 

(11) 電気工事業及び電気通信事業 

(12) 損害保険代理業及び生命保険の募集に関す

る業務 

(13) 会社の合併並びに技術、販売、製造等の提

携の斡旋 

(14) 講演会、講習会、セミナー等の企画、運営

及び開催 

(15) イベントの企画・立案並びに運営 

(16) 産業財産権（著作権、著作隣接権、特許

権、実用新案件、意匠権、商標権等）の取得、

貸与及び管理 

 

＜新設＞ 

 

(17) 前各号に附帯又は関連する一切の業務 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

 

(1) 経営及び情報システムに関するコンサル

テーション 

(2) 情報システムに関する企画、設計、開

発、構築、保守、運用及び管理 

(3) 情報システムに関するソフトウェア及び

ハードウェア並びにこれらを活用したサービ

スの研究、企画、開発、製造、制作、輸出

入、販売、賃貸、提供、配信、保守、運用及

びコンサルティング 

(4) ＩＴ(情報技術)を用いたアウトソーシン

グサービスその他の各種サービス 

(5) 情報システムに関する調査、研究及び教

育 

(6) コンピュータ機器及びその周辺機器・ソ

フトウェアの仕入れ 、開発、 販売、設置、

保有、保管理及び賃貸ソフトウェアの開発及

び販売 

(7) 労働者派遣事業 

(8) 広告、宣伝 並びに 各種販売促進に関する

企画、制作及び広告代理業 

(9) 各種マーケティング業務 

(10) 古物営業法に基づく古物販売業 

(11) 電気工事業及び電気通信事業 

(12) 損害保険代理業及び生命保険の募集に関す

る業務 

(13) 会社の合併並びに技術、販売、製造等の提

携の斡旋 

(14) 講演会、講習会、セミナー等の企画、運営

及び開催 

(15) イベントの企画・立案並びに運営 

(16) 産業財産権（著作権、著作隣接権、特許

権、実用新案件、意匠権、商標権等）の取得、

貸与及び管理 

(17) 有価証券の運用、投資、売買保有 

(18) 前各号に附帯又は関連する一切の業務 

 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

10,750,000 株とする。 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

16,500,000 株とする。 

 


